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くらしの情報

児童手当現況届の提出について
　児童手当を受給している人は、毎年６月中に「現況届」を提出しなければなりません。これは、
児童手当を引き続き受給できる要件を満たすかどうかを確認するために行うものです。
　市では、次の日程で受け付けを行います。対象者には、６月初旬に案内書
を送付しますので、必ず届け出をしてください。なお、この届け出をしないと、
６月分からの児童手当を受給できませんのでご注意ください。

□問本庁・子育て支援課

地　区 期　　日 時　　間 場　　　所

本　渡

牛　深

有　明
御所浦
倉　岳
栖　本

新　和

五　和

天　草

河　浦

市役所本庁３階・第１会議室
市役所本庁南側玄関

牛深支所・市民生活課

有明支所・まちづくり推進課
御所浦支所・総務市民課
倉岳支所・まちづくり推進課
栖本支所・まちづくり推進課

新和支所・まちづくり推進課

五和支所・まちづくり推進課

天草支所・まちづくり推進課

河浦支所・まちづくり推進課

６月９日㊊～同13日㊎
６月16日㊊～同19日㊍

６月９日㊊～同13日㊎
６月16日㊊～同18日㊌

６月９日㊊～同13日㊎
６月16日㊊～同18日㊌

６月９日㊊～同15日㊐

６月９日㊊～同13日㊎

６月９日㊊～同13日㊎

６月９日㊊～同13日㊎

９～10日　9：00～17：15
11～13日　9：00～20：00

９～11日　9：00～17：15
12～13日　9：00～20：00

　9：00～17：15

17：30～20：00

9：00～17：15

9：00～17：15

8：30～17：15

9：00～17：15
（土・日曜日も受け付け）

□児童手当の現況届の受付日程

　市では、『第１回家族介護者交流事業』を市社
会福祉協議会に委託して実施します。介護の疲
れをいやし、介護者どうしの交流を深めてみま
せんか。お気軽にご参加ください。
■対　象＝市内在住の要介護１以上の高齢者な
どを在宅で介護している人。

■内　容＝家族者交流会（悩み・意見交換会）、
昼食会、温泉入浴など。
■個人負担金＝500円。
■申込方法＝電話で市社会福祉協議会･各支所
（下表参照）へお申し込みください。

□日程と申込締切日
開  催  日地区名 申込締切日場　　　所 申し込み・問い合わせ先時　間

６月18日㊌

６月19日㊍

６月11日㊌

６月 ７日㊏
６月26日㊍
６月13日㊎
６月24日㊋

６月11日㊌
６月10日㊋
６月12日㊍

６月 ４日㊌

６月 ５日㊍
６月18日㊌
６月 ６日㊎
６月17日㊋

本 渡
牛 深
御所浦
倉 岳
栖 本
新 和
五 和
天 草
河 浦

本渡温泉センター
うしぶか温泉「やすらぎ荘」（久玉町）
よさこい（御所浦町）

湯の郷くれよん（天草町）

向陽寺（ギター説法）・風月荘（有明町）
内田皿山焼（絵付け体験）・ユメール（五和町）
うしぶか温泉「やすらぎ荘」（久玉町）
総合交流施設・愛夢里（河浦町）

本渡支所　☎㉔0100
牛深支所　☎722904
御所浦支所☎673782
倉岳支所　☎643895
栖本支所　☎663367
新和支所　☎463770
五和支所　☎321076
天草支所　☎420678
河浦支所　☎761401

10：00～15：30

10：00～14：00

10：00～14：00

10：00～15：00

10：00～15：00

10：00～13：30

10：00～14：30

『第１回 家族介護者交流事業』に参加しませんか

□問市河浦支所・
　　  世界遺産推進室

←

←
　

農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人
に
は
、
農
業
者
年
金
基
金

か
ら
『
農
業
者
年
金
受
給
権
者

現
況
届
』
が
５
月
31
日
㊏
ま
で

に
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

　
「
経
営
移
譲
年
金
」
と
「
農

業
者
老
齢
年
金
」
を
受
給
し
て

い
る
人
は
、
現
況
届
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
６
月
30
日
㊊
ま

で
に
本
庁
（
別
館
）・
農
業
委

員
会
事
務
局
ま
た
は
各
支
所
担

当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁（
別
館
）・
農
業
委
員
会

事
務
局

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
住
宅

の
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合
、

翌
年
度
１
年
分
の
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

〔
省
エ
ネ
改
修
工
事
〕

▼
対
象
家
屋
＝
平
成
20
年
１
月

１
日
以
前
に
建
設
さ
れ
た
住

宅
で
、
平
成
28
年
3
月
31
日

ま
で
に
改
修
さ
れ
た
も
の

（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）。

▼
工
事
内
容
＝
●
窓
の
断
熱
改

修
工
事
（
二
重
サ
ッ
シ
化
・

複
層
ガ
ラ
ス
化
な
ど
）
と
あ

わ
せ
て
、床
・
天
井
・
壁
の
い

ず
れ
か
の
断
熱
改
修
工
事
を

行
う
こ
と
●
改
修
箇
所
が
省

エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

●
工
事
費
の
自
己
負
担
額
が

50
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

▼
減
額
の
範
囲
＝
１
戸
あ
た
り

１
２
０
㎡
分
ま
で
の
固
定
資

産
税
を
３
分
の
１
減
額
。

〔
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
〕

▼
対
象
家
屋
＝
平
成
19
年
１
月

１
日
以
前
に
建
設
さ
れ
、
平

成
28
年
3
月
31
日
ま
で
に
改

修
さ
れ
た
も
の
で
（
賃
貸
住

宅
を
除
く
）、
次
の
い
ず
れ

か
の
人
が
居
住
す
る
住
宅
。

①
65
歳
以
上
の
人
②
介
護
保

険
法
の
要
介
護
・
要
支
援
の

認
定
を
受
け
て
い
る
人
③
障

が
い
者
の
人
。

▼
工
事
内
容
＝
●
廊
下
の
拡

幅
・
階
段
の
勾
配
の
緩
和
・

浴
室
の
改
良
・
ト
イ
レ
の
改

良
・
手
す
り
の
取
り
付
け
・

床
の
段
差
の
解
消
・
引
き
戸

へ
の
取
り
替
え
・
床
表
面
の

滑
り
止
め
●
工
事
費
の
自
己

負
担
額
が
50
万
円
以
上
で
あ

る
こ
と
。

▼
減
額
の
範
囲
＝
１
戸
あ
た
り

１
０
０
㎡
分
ま
で
の
固
定
資

産
税
を
３
分
の
１
減
額
。

〔
耐
震
改
修
工
事
〕

▼
対
象
家
屋
＝
昭
和
57
年
1
月

1
日
以
前
に
建
設
さ
れ
た
住

宅
で
、
平
成
27
年
12
月
31
日

ま
で
改
修
さ
れ
た
も
の
。

▼
工
事
内
容
＝
●
改
修
箇
所
が

耐
震
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

●
工
事
費
の
自
己
負
担
額
が

50
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

▼
減
額
の
範
囲
＝
１
戸
あ
た
り

１
２
０
㎡
分
ま
で
の
固
定
資

産
税
を
２
分
の
１
減
額
。

※
申
告
手
続
き
＝
い
ず
れ
も
工

事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に
、

本
庁
・
課
税
課
ま
た
は
各
支

所
担
当
課
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

□問
本
庁
・
課
税
課

　

ご
み
を
捨
て
る
こ
と
は
法
律

で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
市
内
で

も
検
挙
や
捜
査
が
行
わ
れ
る
事

例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
天
草

の
豊
か
な
自
然
環
境
を
守
る
た

め
に
も
、
ご
み
は
責
任
を
持
っ

て
各
地
区
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ま
た
は
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
法
律
で
リ
サ
イ
ク
ル

が
定
め
ら
れ
て
い
る
家
電
４
品

目
（
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷

蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
洗
濯
機
・
衣

類
乾
燥
機
）
や
パ
ソ
コ
ン
は
、

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
清
掃
セ

ン
タ
ー
に
出
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
販
売
店
や
製
造
メ

ー
カ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う

え
、
引
き
取
り
（
有
料
）
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ご
み
を
不
法
投
棄
さ

れ
、
投
棄
し
た
人
が
判
明
し
な

い
場
合
は
、
そ
の
土
地
の
所
有

者
ま
た
は
管
理
者
の
責
任
で
処

理
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

日
ご
ろ
か
ら
ご
み
が
捨
て
ら

れ
な
い
よ
う
に
十
分
な
管
理
を

心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

※

不
法
投
棄
に
関
す
る
罰
則

は
、
５
年
以
下
の
懲
役
や
１

千
万
円
以
下
（
法
人
に
つ
い

て
は
３
億
円
以
下
）
の
罰
金

な
ど
、
厳
し
い
罰
則
が
も
う

け
ら
れ
て
い
ま

す
。

□問
本
庁
・
環
境
施

設
課

　

第
56
回
熊
日
金
婚
夫
婦
表
彰

式
が
９
月
に
行
わ
れ
ま
す
。
今

年
の
該
当
者
は
、
昭
和
39
年
に

結
婚
さ
れ
、
満
50
年
に
な
ら
れ

る
ご
夫
婦
で
す
。

　

該
当
さ
れ
る
ご
夫
婦
は
、
電

話
ま
た
は
ハ
ガ
キ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
㉗

０
１
５
５
（
結
婚
年
月
日
と
、

ご
夫
婦
の
住
所
・
氏
名
〔
ふ
り

が
な
〕・
年
齢
・
電
話
番
号
を

記
入
）
で
、
７
月
11
日
㊎
ま
で

に
本
庁
・
高
齢
者
支
援
課
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

〔
郵
送
〕〒
８
６
３

－

８
６
３
１

（
住
所
記
載
不
要
）
天
草
市

役
所
・
高
齢
者
支
援
課

※
各
支
所
担
当
課
で
も
受
け
付

け
ま
す
。

□問
本
庁
・
高
齢
者
支
援
課

※詳しいことは□問にお問い合わせください。

農
業
者
年
金
現
況
届
の

提
出
に
つ
い
て

住
宅
の
改
修
工
事
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

ダ
メ
で
す
！
ご
み
の

　
ポ
イ
捨
て
・
不
法
投
棄

金
婚
夫
婦
該
当
者
は

　
　
　
　
　
　
ご
連
絡
を

こ
う
ば
い

　本庁（別館）の世界
遺産推進室は、６月か
ら河浦支所へ移転し
ました。

お知らせ


